
沖縄県立南部 医療 センター・ こども医 療 センター  

患者給食業務 仕様書  

 

沖 縄 県 立 南 部 医 療 セ ン タ ー ・ こ ど も 医 療 セ ン タ ー 患 者 給 食 業 務 委 託 契 約 書 第 ２ 条 １ 項

に 規 定 す る 業 務 内 容 は 、 次 の と お り と す る 。  

 

 

１ ． 委 託 業 務  

１ ） 食 数 管 理 に 関 す る こ と 。  

２ ） 献 立 作 成 に 関 す る こ と 。  

３ ） 経 腸 栄 養 （ 食 品 ） ・ 特 殊 食 品 及 び 一 般 ミ ル ク ・ 特 殊 ミ ル ク に 関 す る こ と 。  

４ ） 発 注 に 関 す る こ と 。  

５ ） 調 理 及 び 盛 り 付 け 、 配 膳 、 下 膳 に 関 す る こ と 。  

６ ） 食 器 洗 浄 に 関 す る こ と 。  

７ ） 調 乳 業 務 に 関 す る こ と 。  

８ ） 衛 生 管 理 に 関 す る こ と 。  

９ ） 業 務 従 事 者 の 条 件 及 び 勤 務 時 間 に 関 す る こ と 。  

10） 従 業 員 者 の 教 育 研 修 に 関 す る こ と 。  

11） 検 食 に 関 す る こ と 。  

12） 給 食 定 例 会 に 関 す る こ と 。  

13） 嗜 好 及 び 摂 食 量 調 査 に 関 す る こ と 。  

14） NST 摂 食 量 調 査 と 報 告 に 関 す る こ と 。  

15） 感 染 症 患 者 の 対 応 に 関 す る こ と 。  

16） 非 常 時 対 応 に 関 す る こ と 。  

17） 食 器 、 器 具 、 備 品 に 関 す る こ と 。  

18） 付 加 食 等 の 支 払 い に 関 す る こ と 。  

19） 光 熱 費 の 料 金 算 定 に 関 す る こ と 。  

20） 給 食 業 務 事 務 に 関 す る こ と 。  

21) 実 習 生 に 関 す る こ と  

22） そ の 他 に 関 す る こ と 。  

 

 

２ ． 委 託 業 務 の 内 容  

１ ） 食 数 管 理 に 関 す る こ と 。  

食 札 及 び 食 事 に つ い て の 病 棟 連 絡 調 整 等 を 行 う こ と 。  

① 電 子 カ ル テ 及 び 給 食 シ ス テ ム は 当 院 の も の を 使 用 す る こ と 。  

② 「 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 」 を 遵 守 す る こ と 。  

③ 食 事 に 関 し て の 問 い 合 わ せ に つ い て は 、 迅 速 、 丁 寧 、 適 切 に 対 応 す る こ と 。  

④ 食 札 出 力 に 関 し て は 「 食 事 オ ー ダ ー の 手 順 」 及 び 「 食 事 箋 入 力 マ ニ ュ ア ル 」 を 遵 守

す る こ と 。  

⑤ 必 要 に 応 じ 、 病 棟 連 絡 調 整 、 患 者 訪 問 を 行 う こ と 。  

⑥ 食 札 、 調 理 作 業 表 等 は 、 非 常 時 に 備 え て 翌 日 １ 日 分 を バ ッ ク ア ッ プ 保 存 す る 。 食 札

は 翌 日 昼 食 分 の み 別 用 紙 に 出 力 し 保 管 す る こ と 。  

 

２ ） 献 立 作 成 に 関 す る こ と 。  

献 立 作 成 に あ っ て は 、 食 種 、 基 準 等 は 当 院 の 「 治 療 食 指 針 」 に 基 づ き 作 成 す る こ と 。  



① 「 治 療 食 指 針 」 に 記 載 さ れ て い る 食 種 は 全 て 作 成 す る こ と 。  

② 夏 秋 冬 及 び 行 事 食 （ プ レ パ レ ン ジ ャ ー 含 む ） に あ っ た 献 立 を 作 成 す る こ と 。  

③ 個 別 対 応 食 の 献 立 を 作 成 す る こ と 。 な お 、 個 別 対 応 食 の 献 立 作 成 に あ た っ て は 、 病

棟 訪 問 や 病 院 側 栄 養 士 と の 調 整 及 び 連 携 を 行 い 、 医 師 の 指 示 範 囲 で 患 者 の 病 状 、 嗜 好

に あ っ た 献 立 で あ る こ と 。  

④ 病 棟 訪 問 は 「 病 棟 訪 問 マ ニ ュ ア ル 」 を 遵 守 す る こ と 。  

⑤ 食 材 料 費 は 、 １ 人 ／ １ 食 当 た り 700 円 以 上 750 円 以 下 で 献 立 作 成 す る こ と 。  

⑥ 行 事 食 実 施 の 請 求 に あ た っ て は 、 対 象 患 者 の 名 簿 を 作 成 し 、 料 金 詳 細 が 分 か る 資 料

を 添 付 し て て 請 求 を す る こ と 。  

⑦ 予 定 献 立 表 を 作 成 し 、 前 月 の 20 日 ま で に 病 院 側 に 提 出 す る こ と 。  

⑧ 給 食 シ ス テ ム は 病 院 側 の も の を 使 用 す る こ と 。  

⑨ 他 施 設 に 献 立 を 提 供 す る 場 合 は 、 室 長 許 可 を 得 る こ と 。  

 

 

３ ） 経 腸 栄 養 （ 食 品 ） ・ 特 殊 食 品 及 び 一 般 ミ ル ク ・ 特 殊 ミ ル ク に 関 す る こ と 。  

① 経 腸 栄 養 （ 食 品 ） ・ 特 殊 食 品 及 び 一 般 ミ ル ク ・ 特 殊 ミ ル ク の 採 用 に あ っ て は 年 度 採

用 協 議 を 行 い 決 め る こ と 。 但 し 、 一 般 ミ ル ク に あ っ て は 、 そ の 限 り で は な い 。  

② 年 度 採 用 協 議 で 採 用 さ れ た 食 品 以 外 の 使 用 に あ っ て は 、 受 託 者 業 務 マ ネ ー ジ ャ ー と

病 院 側 栄 養 室 長 で 調 整 す る こ と 。  

  

４ ） 発 注 に 関 す る こ と 。  

① 患 者 給 食 に お い て 、 使 用 さ れ る 食 材 に つ い て は 、 栄 養 面 及 び 衛 生 面 に 留 意 し て 選 択

さ れ た も の で あ る こ と 。  

② 食 材 料 の 品 質 管 理 は 安 全 性 を 重 視 し 、 生 鮮 食 品 の 野 菜 類 （ 人 参 、 玉 葱 、 生 椎 茸 等 ）

豚 肉 、 魚 介 類 （ し い ら 、 あ さ り 、 し じ み 等 ） に あ っ て は 、 県 産 、 国 産 を 優 先 す る こ

と 。  

③ 新 た に 冷 凍 食 品 や 加 工 食 品 を 使 用 す る 場 合 は 、 病 院 側 と 協 議 し 、 原 産 国 名 と 原 材 料

を 報 告 す る こ と 。  

④ 米 は 食 味 値 78%以 上 で 国 内 産 を 使 用 す る こ と 。 な お 、 使 用 す る 米 に 関 し て は 産 地 と

食 味 値 を 記 載 し た 証 明 書 を 提 出 す る こ と 。  

⑤ だ し は 天 然 だ し の 花 か つ お と 昆 布 だ し を 使 用 す る こ と （ 朝 食 に あ っ て は そ の 限 り で

な い ） 。  

⑥ 食 品 の 搬 入 は 適 正 温 度 管 理 を 留 意 し 、 食 材 の 質 が 遵 守 出 来 て い る か 、 栄 養 士 は 検 収

に お い て 確 認 を 行 う こ と 。  

 

５ ） 調 理 及 び 盛 り 付 け 、 配 膳 、 下 膳 に 関 す る こ と 。  

① 当 日 調 理 と す る こ と 。 （ ゼ リ ー 類 は そ の 限 り で な い ）  

② 食 中 毒 予 防 の た め 、 関 係 法 令 及 び 本 仕 様 書 に 示 さ れ た 衛 生 管 理 上 の 注 意 事 項 を 遵 守

す る こ と 。  

③ 大 量 調 理 マ ニ ュ ア ル に 規 定 さ れ て い る 、 保 存 食 及 び 中 心 温 度 、 野 菜 洗 浄 等 に つ い て

は 、 マ ニ ュ ア ル を 遵 守 す る こ と 。  

④ 盛 り 付 け は 、 調 理 終 了 後 ２ 時 間 以 内 に 配 膳 す る 為 、 速 や か に 行 う こ と 。  

⑤ 選 択 食 は 「 選 択 食 マ ニ ュ ア ル 」 を 遵 守 す る こ と 。   

⑥ 禁 止 、 ア レ ル ギ ー 等 は 「 個 別 対 応 マ ニ ュ ア ル 」 を 遵 守 す る こ と 。  

⑦ レ イ ト （ 遅 食 ） は 「 レ イ ト 食 対 応 マ ニ ュ ア ル 」 を 遵 守 す る こ と 。  

⑧ 無 菌 食 は 「 無 菌 食 対 応 マ ニ ュ ア ル 」 を 遵 守 す る こ と 。  

⑨ 配 膳 、 下 膳 に つ い て は 「 配 膳 ・ 下 膳 マ ニ ュ ア ル 」 を 遵 守 す る こ と 。  

（ ア ） 締 め 切 り 時 間 外 の 対 応 に つ い て は 出 来 る 限 り 対 応 す る こ と 。 但 し 、 配 膳 に つ い



て は 病 棟 側 よ り 取 り に 来 る も の と す る こ と 。  

（ イ ） 一 般 食 及 び 普 通 形 態 の 食 事 に つ い て は 、 追 加 食 は 認 め な い も の と す る 。  

（ ウ ） 誤 下 膳 の 対 応 は 一 般 食 及 び 普 通 形 態 に つ い て は 対 応 し な い 。 但 し 、 特 別 食 及 び

形 態 別 食 で や む を 得 ず 対 応 し な け れ ば な ら な い 場 合 は 「 誤 下 膳 に よ る 追 加 食 事 対 応  

表 」 に 記 入 す る こ と 。  

エ ） 配 膳 、 下 膳 の 引 渡 場 所 は 各 病 棟 の ナ ー ス ス テ ー シ ョ ン 前 と す る 。  

⑩ 行 事 食 特 に 小 児 行 事 に 関 し て は 、 積 極 的 に 参 加 す る こ と 。  

⑪ 患 者 用 お 茶 は 各 病 棟 ま で 配 膳 す る こ と 。  

⑫ 配 膳 、 下 膳 の 時 間 及 び 作 業 区 分 を 遵 守 す る こ と 。  

 

６ ） 食 器 洗 浄 に 関 す る こ と 。  

① 給 食 に か か る 器 具 及 び 食 器 類 の 洗 浄 ・ 殺 菌 に つ い て は 、 「 大 量 調 理 施 設 マ ニ ュ ア

ル 」 を 遵 守 し 、 衛 生 管 理 的 に 取 り 扱 う こ と 。  

 

７ ） 調 乳 業 務 に 関 す る こ と 。  

① 調 乳 業 務 は ミ ル ク の 調 乳 及 び 哺 乳 瓶 、 乳 首 の 消 毒 ・ 洗 浄 、 搬 入 、 回 収 を 含 み 全 て  

栄 養 士 が 行 う こ と 。  

② 調 乳 対 応 病 棟 は NICU、 GCU、 第 ２ GCU、 PICU、 産 科 病 棟 と す る 。  

③ 哺 乳 瓶 、 乳 首 対 応 は NICU、 GCU、 第 2GC U、 PICU、 産 科 病 棟 と す る 。  

④ 調 乳 の 細 菌 汚 染 防 止 に は 万 全 を 期 し 、 責 任 を 以 っ て 努 め る こ と 。  

⑤ 「 乳 幼 児 用 製 粉 乳 の 安 全 な 調 乳 、 保 存 及 び 取 り 扱 い に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 及 び

「 調 乳 マ ニ ュ ア ル 」 を 遵 守 す る こ と 。  

⑥ 調 乳 ミ ル ク の 細 菌 検 査 の た め 毎 月 １ 回 採 取 し 提 出 す る こ と 。  

⑦ 哺 乳 瓶 の 病 棟 へ の 貸 し 出 し は 「 哺 乳 瓶 貸 し 出 し 表 」 に 記 入 す る こ と 。  

⑧ 哺 乳 瓶 、 乳 首 の 購 入 は 年 ２ 回 と す る 。 但 し 、 追 加 に あ っ て は そ の 限 り で は な い 。  

 

８ ） 衛 生 管 理 に 関 す る こ と 。  

大 規 模 食 中 毒 の 発 生 を 未 然 に 防 止 す る た め 、 「 大 量 調 理 施 設 マ ニ ュ ア ル 」 （ 厚 生 省 生

活 衛 生 局 通 知 ） に 基 づ き 、 衛 生 管 理 等 の 徹 底 を 図 る こ と 。  

① 業 務 従 事 者 の 衛 生 管 理  

（ ア ） 業 務 従 事 者 の 健 康 診 断 を 年 １ 回 以 上 実 施 し 、 そ の 結 果 を 病 院 側 に 報 告 す る こ

と 。  

（ イ ） 業 務 従 事 者 に 対 し 、 採 用 時 及 び 月 １ 回 以 上 の 検 便 を 実 施 し 、 そ の 結 果 を 病 院 側

に 遅 延 な く 報 告 す る こ と 。  

（ ウ ） 上 記 （ ア ） 、 （ イ ） の 検 査 の 結 果 、 食 品 衛 生 上 支 障 の あ る 者 、 あ る い は 下 痢 症

状 ・ 発 熱 ・ せ き ・ 外 傷 ・ 皮 膚 病 ・ そ の 他 伝 染 性 疾 患 等 、 食 品 衛 生 上 支 障 の あ る 恐 れ が

あ る 者 は 、 業 務 に 従 事 さ せ て は な ら な い こ と 。  

（ エ ） 身 体 、 衣 服 は 常 に 清 潔 に し 、 調 理 室 で は 清 潔 な 作 業 着 、 帽 子 、 マ ス ク 等 を 着 用

す る こ と 。  

（ オ ） 従 業 員 の ユ ニ ホ ー ム 及 び エ プ ロ ン は 、 受 託 者 側 が ク リ ー ニ ン グ 業 者 と 契 約 し 、

毎 日 、 清 潔 な 作 業 衣 が 着 用 で き る よ う に す る こ と 。  

（ カ ） 専 用 の 履 物 を 用 い 、 室 外 用 と の 兼 用 は さ せ な い こ と 。  

（ キ ） 爪 は 常 に 短 く 切 り 、 指 輪 、 ネ ッ ク レ ス 等 の ア ク セ サ リ － は 着 け な い こ と 。 ま

た 、 マ ニ キ ュ ア 、 香 り の 強 い 化 粧 品 な ど は 使 用 し な い こ と 。  

（ ク ） 洗 剤 は 、 石 鹸 を 用 い て 完 全 に 励 行 さ せ る こ と 。 特 に 調 理 前 、 下 処 理 後 、 配 食

前 、 用 便 後 は 手 指 を 入 念 に 洗 い 、 ア ル コ ー ル で 消 毒 し た 上 で 業 務 に あ た ら せ る こ と 。  

② 食 品 の 衛 生 管 理  

（ ア ） 給 食 材 料 と し て 購 入 し た 食 品 は 直 ち に 容 器 に 移 し 替 え て 所 定 の 場 所 に 保 管 し 、



配 送 用 包 装 の ま ま 非 汚 染 作 業 区 域 に 持 ち 込 ま な い こ と 。  

（ イ ） 下 処 理 後 、 調 理 後 の 食 品 は 、 床 面 や 不 潔 な 場 所 に 置 か な い こ と 。  

（ ウ ） 野 菜 、 果 物 、 卵 、 生 で 食 す る 食 材 等 を 使 用 す る 場 合 は 、 十 分 に 洗 浄 す る こ と 。  

（ エ ） 喫 食 に 直 接 供 す る 食 品 を 取 り 扱 う 容 器 は 、 清 潔 な も の を 使 用 す る こ と 。 ま た 、

喫 食 に 直 接 供 す る 食 品 は 素 手 で 扱 わ な い こ と 。  

（ オ ） 食 品 の 貯 蔵 に 際 し て は 、 適 正 温 度 管 理 に よ り 保 管 す る と と も に 、 食 品 の 相 互 汚

染 が 生 じ な い よ う 留 意 す る こ と 。  

③ 施 設 の 衛 生 管 理  

（ ア ） 給 食 施 設 の 衛 生 保 持 と 安 全 管 理 の た め 、 給 食 施 設 の 清 掃 計 画 表 を 作 成 し 、 病 院

側 に 報 告 す る こ と 。 ま た 、 異 常 が あ っ た 場 合 は 病 院 側 に 報 告 す る こ と 。  

（ イ ） 調 理 室 、 調 乳 室 、 食 品 庫 、 配 膳 室 等 の 調 理 業 務 関 連 区 域 は 、 作 業 終 了 後 毎 回 清

掃 し 、 常 に 整 理 整 頓 し て お く こ と 。  

（ ウ ） 天 井 、 壁 、 扉 、 床 等 は 常 に 清 潔 に す る こ と 。  

（ エ ） 排 水 溝 の 厨 芥 、 残 菜 等 は 常 に 除 去 し 、 清 潔 に し て お く こ と 。  

（ オ ） 調 理 室 内 に 関 係 者 以 外 の 者 を 立 ち 入 ら せ た り 、 調 理 に 不 必 要 な 物 品 等 を 置 い た

り 動 物 な ど を 入 れ た り し な い こ と 。 部 外 者 を 立 ち 入 ら せ る 場 合 に は 病 院 側 の 許 可 を 得

る こ と 。  

（ カ ） 手 洗 設 備 は 常 に 清 潔 に 保 ち 、 石 鹸 、 ア ル コ ー ル 、 消 毒 液 等 を 常 備 す る こ と 。  

（ キ ） 防 虫 設 備 の な い 窓 、 出 入 口 は 開 放 し た ま ま 調 理 業 務 を 行 わ な い こ と 。  

（ ク ） 排 水 溝 は 毎 日 点 検 し 、 悪 臭 及 び 害 虫 の 発 生 を 防 除 す る こ と 。  

（ ケ ） 高 圧 洗 浄 機 を 使 用 し 、 排 水 溝 掃 除 を 月 ２ 回 実 施 す る こ と 。  

（ コ ） 衛 生 担 当 職 員 に よ る 衛 生 チ ェ ッ ク は 年 ２ 回 以 上 実 施 す る こ と 。  

（ サ ） そ の 他 施 設 の 清 掃 保 持 に 努 め る こ と 。  

④ 備 品 の 衛 生 管 理  

（ ア ） 使 用 す る 前 に は 必 ず 洗 浄 し 、 必 要 に 応 じ て 消 毒 を 行 う こ と 。 ま た 使 用 後 は 洗 浄

し 、 調 理 器 具 の 種 類 に 応 じ て 消 毒 の う え 、 よ く 乾 燥 さ せ て お く こ と 。  

（ イ ） フ キ ン は 、 清 洗 消 毒 し 十 分 乾 燥 さ せ た も の を 使 用 す る こ と 。  

（ ウ ） 包 丁 及 び ま な 板 は 、 下 処 理 用 （ 魚 ・ 肉 ・ 野 菜 ） 、 調 理 用 （ 魚 ・ 肉 ・ 野 菜 ・ 果

物 ） 、 喫 食 に 直 接 供 す る 食 品 調 理 用 等 、 用 途 別 に 区 別 し 、 各 々 そ の 目 的 以 外 に 使 用 し

て は な ら な い 。 ま た 、 使 用 後 は 殺 菌 庫 に 格 納 し 、 保 管 す る こ と 。  

（ エ ） 消 耗 、 破 損 等 の 著 し い 器 具 等 は 、 速 や か に 取 り 替 え る こ と 。  

（ オ ） 冷 凍 庫 （ 室 ） 及 び 冷 蔵 庫 （ 室 ） 並 び に 食 器 消 毒 保 管 庫 （ 室 ） の 温 度 は 、 常 に 適

正 に 管 理 す る こ と 。 な お 異 常 の あ る 時 は た だ ち に 病 院 側 に 届 け 出 る こ と 。  

（ カ ） 調 理 機 器 類 及 び 食 器 類 の 洗 浄 に は 、 無 リ ン 合 成 洗 剤 ま た は 石 鹸 を 適 正 濃 度 で 使

用 す る こ と 。  

（ キ ） 清 掃 用 器 材 は 、 用 途 別 に 区 別 し て 使 い 、 使 用 後 は 洗 浄 、 消 毒 、 乾 燥 し 、 所 定 の

場 所 に 保 管 す る こ と 。  

（ ク ） 配 膳 車 は 下 膳 の 都 度 、 消 毒 液 を 用 い て き れ い に 拭 く こ と 。  

（ ケ ） 食 器 の 残 留 テ ス ト （ で ん ぷ ん 等 ） を 定 期 的 に 行 う こ と 。  

（ コ ） 食 器 の 漂 白 に は 酸 素 系 の 漂 白 剤 を 使 用 の こ と 。  

⑤ 残 菜 及 び 厨 芥 の 処 理  

（ ア ） 残 菜 及 び 厨 芥 等 の 廃 棄 物 は 業 務 終 了 後 、 厨 房 内 に は 置 か な い こ と 。  

（ イ ） 残 菜 及 び 厨 芥 等 の 廃 棄 物 は 、 所 定 の 容 器 に 入 れ 汚 液 、 汚 臭 が も れ な い よ う に

し 、 ギ ャ ベ ジ 室 、 ゴ ミ 置 き 場 に 持 っ て い く こ と 。  

（ ウ ） 廃 棄 物 容 器 は ､所 定 の 場 所 に 置 き ､そ の 周 辺 は 常 に 清 潔 に 保 つ こ と 。  

（ エ ） 残 飯 処 理 業 者 と の 契 約 を し 、 適 切 に 処 理 す る こ と 。  

（ オ ） グ リ ス ト ラ ッ プ の 処 理 契 約 を し 、 適 切 に 処 理 す る こ と 。  

⑥ 検 食 の 保 存  



（ ア ） 検 食 は 、 原 材 料 及 び 調 理 済 み 食 品 を 、 食 品 ご と に 50ｇ 程 度 ず つ 清 潔 な 容 器 （ ビ

ニ ー ル 袋 等 ） に 入 れ 密 封 し 、 -20℃ 以 下 で ２ 週 間 以 上 保 存 す る こ と 。 な お 、 原 材 料 は

洗 浄 、 殺 菌 等 を 行 わ ず 購 入 し た 状 態 で 保 存 す る こ と 。  

 

９ ） 業 務 従 事 者 の 条 件 及 び 勤 務 時 間 、 確 保 に 関 す る こ と 。  

① 栄 養 士 は ６ 人 以 上 配 置 し 、 う ち ３ 人 以 上 は 病 院 給 食 経 験 年 数 ３ 年 以 上 と す る 。 そ の

う ち １ 人 以 上 は 献 立 専 任 栄 養 士 を 配 置 し 、 ま た 、 1 名 は 統 括 総 責 任 者 と し て お く こ

と 。  

② 調 理 員 は 2７ 人 以 上 と し 、  調 理 師 の 資 格 を 有 し 、 病 院 経 験 者 で か つ 特 別 食 の 調 理 が

可 能 な 者 （ 調 理 業 務 を 担 当 す る 栄 養 士 ・ 洗 浄 パ ー ト 可 ） を 配 置 す る こ と 。  

（ ア ） 調 理 員 の 50%以 上 は 調 理 師 で な け れ ば な ら な い こ と 。  

（ イ ） 調 理 師 免 許 を 有 さ な い 者 に 調 理 業 務 （ 煮 炊 き ） を さ せ て は な ら な い 。 但 し 、 栄

養 士 免 許 を 有 し て い る 者 は そ の 限 り で は な い 。  

（ ウ ） 調 理 現 場 を 統 括 で き る 責 任 者 及 び 副 責 任 者 を 各 1 人 お く こ と 。  

（ エ ） 勤 務 時 間 に つ い て は 、 適 時 適 温 で 給 食 を 提 供 す る た め に 効 率 的 な 勤 務 態 勢 を 確

保 す る こ と 。  

（ オ ） 早 朝 勤 務 に 関 し て は 、 深 夜 帯 の 時 間 を 含 ま な い こ と 。  

③ 業 務 従 事 者 の 確 保 に あ っ て は 、 当 該 業 務 の 特 殊 性 を 鑑 み 、 上 記 の 最 低 配 置 人 数 を 遵

守 す る と と も に 、 業 務 が 円 滑 に 実 施 で き る よ う に 常 に 適 正 人 員 を 配 置 す る こ と 。  

な お 、 従 事 者 の 変 更 を し よ う と す る と き は 、 事 前 に 甲 に 文 書 で 通 知 す る と と も に 、

業 務 の 質 を 低 下 さ せ な い よ う に 配 置 す る こ と 。  

原 則 と し て 、 最 低 配 置 人 数 未 満 の 業 務 従 事 者 の 欠 員 は 認 め な い 。 最 低 配 置 人 数 以 上

の 人 員 に 欠 員 が 生 じ た 場 合 に お い て も 、 入 院 患 者 給 食 提 供 に 支 障 を 生 じ さ せ て は な ら

な い 。  

 

10） 従 業 員 者 の 教 育 研 修 に 関 す る こ と 。  

① 業 務 従 事 者 の 資 質 の 向 上 を 図 る た め 、 教 育 研 修 プ ロ グ ラ ム を 作 成 す る こ と 。  

② 上 記 プ ロ グ ラ ム を 元 に 、 業 務 従 事 者 に 対 し て 、 定 期 的 に 衛 生 面 及 び 技 術 面 の 教 育 研

修 を 実 施 す る こ と 。  

 

11） 検 食 に 関 す る こ と 。  

① 検 食 は 、 患 者 へ 供 食 す る 前 に 栄 養 士 が 行 い 、 検 食 記 録 簿 を 作 成 す る こ と 。  

② 病 院 用 検 食 は ２ 食 （ 医 局 用 ・ 病 院 側 栄 養 士 用 ） 準 備 す る こ と 。  

 

12） 給 食 定 例 会 に 関 す る こ と 。  

① 業 務 の 改 善 、 質 向 上 の た め 、 定 期 的 に 「 給 食 定 例 会 議 」 を 実 施 し 、 病 院 側 に 議 事 録

を 提 出 す る こ と 。          

 

13） 嗜 好 及 び 摂 食 量 調 査 、 残 菜 調 査 に 関 す る こ と 。  

① 年 １ 回 以 上 嗜 好 調 査 及 び 摂 食 量 調 査 を 行 い 、 報 告 す る こ と 。  

② 毎 食 、 残 菜 量 を 計 量 し 、 そ の 結 果 を 病 院 側 に 報 告 す る こ と 。  

③ 調 査 等 の 内 容 に つ い て は 事 前 に 病 院 側 と 調 整 を す る こ と 。  

 

14） NST 摂 食 量 調 査 と 報 告 に 関 す る こ と 。  

① NST 対 象 者 患 者 の 摂 食 量 調 査 を 行 い 、 栄 養 価 算 出 し 報 告 す る こ と 。  

 

15） 感 染 症 患 者 の 対 応 に 関 す る こ と 。  

① 感 染 症 患 者 に 対 し て 、 感 染 症 防 護 服 及 び デ ィ ス ポ 食 器 等 が 必 要 に な る 場 合 は 、 病 院



側 の 負 担 と す る 。  

② 感 染 症 患 者 の 食 事 対 応 は 「 感 染 症 マ ニ ュ ア ル 」 に 準 じ 対 応 す る こ と 。  

 

16） 非 常 時 対 応 に 関 す る こ と 。  

① 緊 急 連 絡 網 を 作 成 し 、 提 出 す る こ と 。  

② 危 機 管 理 マ ニ ュ ア ル を 作 成 し 、 病 院 側 へ 提 出 す る こ と 。  

③ 「 栄 養 部 門 危 機 管 理 マ ニ ュ ア ル 」 を 遵 守 し 、 迅 速 に 対 応 す る こ と 。  

④ 緊 急 時 へ の 備 え を 万 全 に す る こ と 。 災 害 時 の 業 務 が 滞 ら な い よ う 努 め る こ と 。  

⑤ 非 常 時 用 備 蓄 食 品 は 受 託 者 側 の 負 担 と し 、 飲 料 水 、 デ ィ ス ポ 食 器 等 は 病 院 側 の 負 担

と す る 。  

⑥ 非 常 時 に お け る 職 員 稼 働 減 率 と 業 務 対 応 を 遵 守 す る こ と 。  

⑦ 必 要 時 用 備 蓄 食 品 は 甲 と 協 議 の 上 、 必 要 な 備 蓄 を 行 い 管 理 す る こ と 。  

 

17） 食 器 、 器 具 、 備 品 に 関 す る こ と 。  

① 厨 房 機 械 器 具 （ 病 院 備 品 )、 配 膳 車 、 食 器 、 御 膳 は 病 院 の 負 担 と す る 。  

② 補 修 及 び 補 給 の 必 要 が 生 じ た 時 は 、 病 院 側 の 許 可 を 得 て 補 修 及 び 補 給 を 行 う 。 但

し 、 不 適 切 な 取 り 扱 い に よ り 補 修 が 必 要 な も の は 、 委 託 業 者 負 担 と す る 。  

③ 調 理 に 関 す る 消 耗 調 理 器 具 に つ い て は 、 委 託 業 者 負 担 と す る こ と 。  

  

18） 付 加 食 及 び 特 殊 ミ ル ク 等 の 支 払 い に 関 す る こ と 。  

① 通 常 献 立 以 外 に 病 院 側 の 指 示 に よ り 付 加 食 の 指 示 が あ る 場 合 は 、 委 託 業 者 は 速 や か

に 対 応 す る こ と 。  

② 特 殊 ミ ル ク の 指 示 が あ る 場 合 は 、 速 や か に 対 応 す る こ と 。  

③ 付 加 食 及 び 特 殊 ミ ル ク 等 の 対 応 実 施 の 請 求 に あ っ て は 、 毎 月 付 加 食 等 実 施 一 覧 表 を

添 付 し 請 求 す る こ と 。  

 

19） 光 熱 費 の 料 金 算 定 に 関 す る こ と 。  

① 水 道 料 金 ・ 電 気 料 金 ・ ガ ス 料 金 ・ 重 油 料 金 の 光 熱 水 費 は 厨 房 に 各 々 の 使 用 量 計 測 器

を 設 置 し 、 病 院 全 体 使 用 量 に 占 め る 割 合 で 按 分 計 算 す る も の と す る 。  

 

20） 給 食 業 務 事 務 に 関 す る こ と 。  

① 給 食 業 務 に 関 す る 書 類 は 毎 月 提 出 し 確 認 を 受 け る こ と 。  

 

21)実 習 生 に 関 す る こ と  

① 病 院 側 が 管 理 栄 養 士 等 の 実 習 生 を 受 け 入 れ た 場 合 に は 、 実 習 カ リ キ ュ ラ ム の 内 容 に

沿 っ て 、 対 応 す る こ と 。  

 

22） そ の 他 に 関 す る こ と 。  

① 病 院 側 よ り 給 食 委 託 に 関 わ る 事 項 の 意 見 を 求 め ら れ る 会 議 に 出 席 す る こ と 。  

② 業 務 従 事 者 の 病 休 、 年 休 等 の 代 替 職 員 に つ い て は 、 速 や か に 配 置 す る こ と 。  

③ そ の 他 、 こ の 仕 様 書 に な い も の に つ い て は 、 双 方 協 議 の 上 、 実 施 す る も の と す る 。  

 

 


